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地区薬剤師会 医療保険ご担当者 様 

公益社団法人 東京都薬剤師会 

 

【注意喚起】偽造処方箋に関する対応のお願い 

 

平素は当会の会務推進にご尽力賜り心より御礼申し上げます。 

さて、最近、都内の複数薬局において、精巧に偽造された処方箋が持ち込まれる事例が確認さ

れております。カラーコピー機やパソコン等による改ざん・模倣は年々巧妙化しており、不正な医薬

品取得や転売、健康被害、さらには犯罪への悪用といった社会的リスクが懸念されております。 

つきましては、下記の通り各薬局における再確認と対応の徹底をお願い申し上げます。 
 

 

 

記 
 

 

１．偽造処方箋の主な特徴 

・ 処方内容や日付等に不自然な加筆・修正跡がある。 

・ 架空もしくは不一致な医療機関名・医師名・印影が記載されている。 

・ レイアウトや紙質、筆跡・フォントに違和感がある。 
 

２．薬局での対応 

・ 疑義がある場合は、処方医への照会を必ず実施すること。 

・ 偽造と判明した場合、処方箋は返却せず、関係機関（保健所・保険者・警察・薬剤師会）に報

告・通報すること。 

・ 薬剤を交付済みの場合は事故届・被害届の提出、並びに保険請求の取り下げを行うこと。 
 

３．体制整備のお願い 

・ 処方箋の原本確認とチェック体制の定着 

・ 電子処方箋の導入、直近の医療情報閲覧により、医療機関・薬局を跨いだ処方・調剤情報 

の共有で重複投薬を防止 

・ 担当者以外でも対応できるよう、従業員全体での手順共有と情報連携の強化 

・ 不審な問い合わせ・保険情報の不一致等への慎重な対応 

以上 

なお、具体的な対応例やチェックポイント等につきましては、添付の「薬剤師会・薬局のための

偽造処方せん対策マニュアル（日本薬剤師会）」をご参照ください。 

引き続き、会員薬局における不正防止体制の強化並びに、患者の安全確保にご協力をお願い

申し上げます。 

 
公益社団法人 東京都薬剤師会 医療保険課 

TEL：03-3294-0271 

Mail：hoken@toyaku.or.jp 




















































